
平成２２年版 財産評価基本通達逐条解説（補 遺）

本書は、平成２２年１月１日現在の法令・通達によっていますが、本書校了後、下記

財産評価基本通達の一部改正通達が発遣されましたので補遺を作成いたしました。

本書と併せてご利用いただきますようお願い申し上げます。

１．平成２２年５月１４日付 課評２－１２財産評価基本通達の一部改正について（法令

解釈通達）

２．平成２２年６月１６日付 課評２－１８・課資２－８・課審６－１１財産評価基本通達

の一部改正について（法令解釈通達）

平成２２年７月

財団法人 大蔵財務協会



国税局名 都道府県名 林業地帯名
標準価額

杉 ひのき 松

千円 千円 千円
札幌 北海道 網走東部 ― ― ２９０
仙台 宮城 宮城北部 ５００ ― １４０

福島 磐城 ― ９１０ ―
関東信越 栃木 渡良瀬川 ６２０ １，３６０ ―

長野 伊那谷 ― ― １５０
東京 東京 多摩 ４５０ １，０９０ １６０
金沢 福井 越前 ６９０ ― １８０
名古屋 静岡 天竜 ４４０ １，３２０ ―

岐阜 飛騨川 ― ― １９０
大阪 奈良 吉野 ５８０ １，２５０ １７０
広島 島根 斐伊川 ５３０ １，０７０ ２７０
高松 愛媛 今治松山 ３９０ ８９０ １７０
福岡 福岡 筑後・矢部川 ３３０ ８３０ ２２０
熊本 熊本 球磨川 ４００ １，２４０ １８０

課評２－１２

平成２２年５月１４日

各国税局長 殿

沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

財産評価基本通達の一部改正について（法令解釈通達）

昭和３９年４月２５日付直資５６ほか１課共同「財産評価基本通達」の一部を下記のとお

り改正し、平成２２年１月１日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に

適用することとしたから、これによられたい。

（趣旨）

最近の立木価格の実態に即して所要の改正を行うものである。

記

別表２「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」に定める「６ 標準伐期にある森

林の立木の標準価額表」を次のとおり改める。

６ 標準伐期にある森林の立木の標準価額表
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課評２－１８

課資２－８

課審６－１１

平成２２年６月１６日

各国税局長 殿

沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

財産評価基本通達の一部改正について（法令解釈通達）

昭和３９年４月２５日付直資５６ほか１課共同「財産評価基本通達」の一部を下記のとお

り改正し、平成２２年１月１日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価及

び平成２２年分以後の地価税の課税価格の計算の基礎となる土地等の評価に適用するこ

ととしたから、これによられたい。

ただし、下記のうち、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる日以後に相

続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用する。

１ １８６－２

平成２２年１０月１日

２ ２００から２００－３まで及び２００－６（相続税法第２４条の規定により定期金給付契約に

関する権利を評価する場合に限る。）

� 定期金給付契約に関する権利について、所得税法等の一部を改正する法律（平

成２２年法律第６号）附則第３２条�定期金に関する権利の評価に関する経過措置�
第２項の規定により、同法第３条�相続税法の一部改正�の規定による改正後の
相続税法の規定が適用される場合

平成２２年４月１日

� �以外の場合
平成２３年４月１日

３ ２００－４、２００－５及び２００－６（２に該当する場合を除く。）

平成２２年４月１日

（趣旨）

所得税法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。

記

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
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